
施設名

市役所第一庁舎2階

住所

八幡1-1-1

予約方法

下記窓口予約システムより

南行徳市民センター4階 南行徳1-21-1 第一庁舎の予約は 第一庁舎以外の予約は

行徳支所2階 末広1-1-31

市川駅南口

ザタワーズイースト3階内
市川南1-1-1

開設時間

8:45～17:15(土・日・祝日・年末年始を除く)※来庁の都合がつかない方は、下記までご相談くださ い。

問： こども家庭相談課（母子保健グループ）

南行徳こども家庭センター

tel

tel

047-377-4511

047-359-8785

047-316-1568

047-359-8761

※妊娠中に市外から転入された方は、転入手続きの後に母子保健相談窓口アイティで市川市の受診票の交付を受けてください。

※妊娠中に市外へ転出する場合、転出先で市川市の受診票は使用できませんので、転出先市区町村の受診票と交換してください。

問：こども家庭相談課（母子保健グループ） 047-377-4511

047-316-1568

母子健康手帳の交付・妊娠期から子育てに関する相談窓口

窓口一覧

母子保健相談窓口アイティ

医療機関で妊娠の診断を受けたら、早い時期に妊娠の届け出をして母子健康手帳を受け取りましょう。

母子健康手帳は、お母さんとお子さんの健康状態や成長を記録する大切な手帳です。

母子健康手帳と一緒に、妊婦一般健康診査や乳児一般健康診査が一部公費で受けられる受診票等を

綴った別冊、マタニティキーホルダー等をお渡しします。

アイティは、保健師等が妊娠・出産・子育てに関する様々な相談に応じる窓口です。（予約優先）

妊娠届の際ご持参いただくもの等、詳しくは市公式Webサイトをご覧ください。

妊娠中の健康管理：妊婦一般健康診査

妊娠の経過や赤ちゃんの発育状況を確認するために、定期的に健診を受けましょう。母子健康手帳別冊に

入っている受診票を利用して、最大14回(多胎妊婦は19回)まで一部公費負担で受けることができます。

(受診票は、母子健康手帳が交付されてから利用することができます。)

※原則千葉県内の医療機関に限ります。県外で妊婦健診を受診する場合は、健診先が決まり次第下記までお問い合わせください。
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fax

fax

tel
fax

https://maps.app.goo.gl/a8bHMrCFUv4YWkgr5
https://maps.app.goo.gl/r2kKrGwR6sHQhAJx8
https://maps.app.goo.gl/xiUwwmSSNsHax66BA
https://maps.app.goo.gl/9LgFozBzPbYto37S9
https://www.city.ichikawa.lg.jp/pub03/1511000001.html
https://madoyoyaku.city.ichikawa.lg.jp/user/
https://madoyoyaku2.city.ichikawa.lg.jp/user/


問： こども家庭相談課（母子保健グループ） tel 047-377-4511 fax 047-316-1568

南行徳こども家庭センター tel 047-359-8785 fax 047-359-8761

問： こども家庭相談課（母子保健グループ） tel 047-377-4511 fax 047-316-1568

南行徳こども家庭センター tel 047-359-8785 fax 047-359-8761

「妊娠はうれしいけれど、ちょっぴり不安…」という妊婦さんのご自宅に保健師が伺い、健康相談を
お受けします。訪問を希望される方は下記へお問い合わせください。

妊娠中のサポート

妊娠中のサポートができるよう、講座の開催や情報発信を行っています。

初めて出産を迎える、妊娠６～８カ月の妊婦とその夫(パートナー)を対象とした教室を開催します。
日時や予約方法等は市公式Webサイトをご確認ください。出産や育児に関する動画も紹介しています。

概ね6～8か月の妊婦と夫(パートナー)を対象に、バランスの良い食事と妊娠中の食事のポイントに
ついてお話しします。開催日や申込方法については、市公式Webサイトをご確認ください。

問：こども家庭相談課（母子保健グループ） tel 047-377-4511

fax 047-316-1568

妊娠中の歯と口の健康を守るため歯科健診を実施しています。詳しくは市公式Webサイトをご確認く
ださい。

問：こども家庭相談課（母子保健グループ） tel 047-377-4511

fax 047-316-1568

問：保健センター健康支援課予防接種担当 tel 047-377-4512

fax 047-376-8831

令和8年4月1日から定期接種が予定されています。詳しくは市公式Webサイトをご確認ください。

妊婦訪問

プレ親学級(マタニティクラス)

妊婦歯科健康診査

RSウイルス感染症予防接種（母子免疫ワクチン）

パパママ栄養クラス
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https://www.city.ichikawa.lg.jp/pub03/21111000026.html
https://www.city.ichikawa.lg.jp/pub03/1111000161.html
https://www.city.ichikawa.lg.jp/pub03/1111000035.html
https://www.city.ichikawa.lg.jp/pub03/0000502111.html


育児休業を取得できる人

正社員だけでなく、契約期間の定めのある労働者であっても、一定の要件を満たしていれば育児休

業を取得できます。妻が専業主婦や産後休業中であっても、男性労働者も育児休業を取得すること

ができます。

あかちゃんが生まれることの喜びと、仕事を続けながら妊娠・出産・育児を

むかえる不安を抱える女性がより豊かな生活を送るために、働く女性の妊娠・

出産・育児について様々な法律が定められています。

□健康診査を受けるための時間の申請

□労働の免除

□育児休業制度

□ 妊娠中の通勤緩和

□ 産前・産後の休業

□ 社会保険料の免除

育児休業をはじめとする育児・介護休業法上に定める制度・措置について、2024年の改正育児・介護休
業法を含め、分かりやすく紹介しています。

厚生労働省 育児休業制度 特設サイト

育児休業制度について紹介します

働きながら安心して妊娠・出産を迎えるために

こんな制度があります

など

詳しくは「女性に優しい職場づくりナビ」(厚生労働省委託母性健康管理サイト)をご覧ください。

育児休業制度

1歳に満たない子を養育する労働者は、男女を問わず、希望する期間こどもを養育するために休業する

ことができます。

子が1歳になる日まで両親のどちらかが育児休業をしており、保育所に申し込みをしているが入所でき

ないなど一定の場合には、1歳6カ月に達するまで(1歳6カ月到達時点でさらに休業が必要な場合は2歳

まで)を限度として、会社に申し出ることにより育児休業を取得できます。

育児休業を取るための手続き

会社の規定を確認し、育児休業を取得する場合は遅くとも休業開始１カ月前までに会社に育児休業

申請書を提出しましょう。規定がない場合でも、育児・介護休業法によって請求ができます。
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https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/ninshin/


育児休業等給付として、子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に出生時育児休業給付金、

育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が支給されます。

詳細は厚生労働省 育児休業等についてをご参照ください。

育児休業等給付
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
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